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キユーピー株式会社 

内部統制システム構築の基本方針 

 

当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しています。 

 

(1)当社グループの業務執行体制の枠組み 

 当社は、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営会議を設置し、当社グループ全体にとっての重要事項を審

議させる。また、市販用市場・業務用市場・海外市場を担当する各市場統括を設置して各市場における当社グループ

の戦略の策定と推進を担わせるとともに、グループを横断する重要テーマ・領域ごとに経営会議から委嘱を受けた各

種重要会議・委員会を設置し、当社グループ全体の重要方針を策定・周知徹底・モニタリングさせる。 

 

(2)当社およびその子会社の取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社グループは、創業の精神として下記の社是・社訓を掲げ、長年にわたり従業員への教育・周知徹底を継続する

ことにより企業風土を醸成してきたのであって、当社およびその子会社の取締役は経営判断においてもこの企業風

土を尊重しなければならない。また、社是・社訓に下記のめざす姿を加えてグループの理念と定め、当社およびそ

の子会社の取締役および従業員が最も大切にすべき基本的な価値観、志とする。 

(社是) 

楽業偕悦 

(社訓) 

･道義を重んずること 

･創意工夫に努めること 

･親を大切にすること 

（大切にしている教え）『世の中は存外公平なものである』 

（めざす姿） 

   私たちは「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって世界の食と健康に貢献するグループをめざします。 

②当社グループは、当社およびその子会社の取締役および従業員が法令・定款および当社グループの理念を遵守した

行動をとるために、グループ規範(倫理規範と行動規範で構成)およびコンプライアンス規程を定めており、当社お

よびその子会社の取締役および従業員はこれらを遵守する義務を負う。 

③当社グループは、当社のコンプライアンス担当執行役員にコンプライアンス委員会を統括させ、これにより当社グ

ループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコン

プライアンス推進に関する企画、啓発および教育などを行う。当社のコンプライアンス担当執行役員は、かかる活

動を定期的に当社の取締役会に報告する。 

④当社グループは、公益通報者保護法に対応した内部通報制度として、社内窓口、社外窓口(弁護士を含む)を有する

「ヘルプライン」を当社に設置する。通報・相談窓口から報告を受けた当社のコンプライアンス担当執行役員は、

コンプライアンス調査会に事実関係の調査を指示し、違反行為があれば、その是正策および再発防止策を担当部門



と協議のうえ決定し、処分結果を含めて社内に公表するとともに、当社グループ全体に再発防止策を実施させる。 

⑤当社グループは、社会の一員として社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当要求

に対しては毅然として対応する。 

 

(3)当社およびその子会社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①当社グループは、職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程、会社情報取扱規程、個人情報保護基

本規程、その他の規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い、文書または電磁的記録により、適切に保存お

よび管理(廃棄を含む)の運用を実施し、当社のコーポレート担当取締役が必要に応じて運用状況の検証、各規程の

見直しなどを行う。 

②当社の取締役および監査役は、常時、これらの文書または電磁的記録を閲覧できる。 

 

(4)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社グループは、リスクマネジメント基本規程により、個々のリスクに関しては、これに対応する組織などにおい

て継続的に監視することとするほか、当社グループ全体の全社的リスクに関しては当社のリスクマネジメント担当

執行役員を主催者とするリスクマネジメント委員会に情報を集中させ、そのリスクの評価、優先順位などを総括的

に管理するとともに、当該主催者が当社グループ全体の全社的リスクの評価や対応状況などを定期的に当社の取締

役会に報告する。 

②当社グループは、危機管理マニュアルを作成し、あらかじめ具体的な危機を想定・分類して、有事の際の迅速かつ

適切な情報伝達と緊急対応体制を整備する。重大危機の発生時には、危機の種類毎にあらかじめ定めた当社の担当

取締役を本部長とする緊急対策本部を速やかに設置し、迅速かつ適切な対応に努める。 

③当社グループは、サステナビリティ活動を持続可能な社会の実現への貢献とグループの持続的な成長をめざすうえ

で重要な課題と捉え、取締役会の議論を経て定めるサステナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティの取り

組みを推進する。当社グループのサステナビリティ活動は、サステナビリティ委員会の統括のもと当社グループ内

の各社・各組織が推進するものとし、サステナビリティ委員会は当社グループのサステナビリティ重点課題を設定

し、その進捗をモニタリングするとともに、その実現を支援する。 

④当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制を構築するため、関係する諸規程を整備するとともに、

会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより財務報告に係る内部統制の充実を図る。

また、各担当部門は、当社監査役と連携して、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善するための仕組

みを構築する。 

⑤内部監査室は、合法性と合理性の観点から、自主監査などを行う品質・環境・安全・労務などの各スタッフとも連

携し、当社グループの経営活動全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況について、内部監査を行う。

また、当社代表取締役 社長執行役員の指名に基づき財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。 

 

(5)当社およびその子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①当社グループは、取締役および従業員が共有する当社グループ全体の全社的な経営目標を定め、この浸透を図ると

ともに、この経営目標達成に向けて最適な組織編成を行い、各部門の責任者を当社の代表取締役 社長執行役員が当



社取締役会の決議に基づき任命する。その責任者に権限を委譲することにより、迅速かつ適切な意思決定と業務執

行を行う。 

②当社の取締役会の決議に基づく業務執行については、当社またはその子会社の定める決裁基準に基づき、それぞれ

の責任範囲、決裁手続について定める。 

③具体的な当社グループの経営活動の推進策については、当社取締役会が決議した業務執行の基本方針に基づき、当

社の経営会議または各種重要会議・委員会の定例および臨時の審議に委ね、迅速かつ適切な意思決定と業務執行を

図る。 

④当社グループは、グループの持続的な成長を実現するため、デジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)を重要な経

営課題と位置づけ、デジタル技術を活用して事業モデルと業務プロセスの変革を進める。当社グループのＤＸに向

けた取り組みは、ＤＸ推進委員会の統括のもと当社グループ内の各社・各組織が推進するものとし、ＤＸ推進委員

会は当社グループのデジタル戦略・資源投入の方向付け、重点目標の設定と支援、 推進体制の整備、デジタルリテ

ラシー教育の推進を担う。 

 

(6)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

①当社グループは、「グループ経営の基本的な考え方」に基づき、グループ合同経営会議、各市場統括ごとの会議体

において企業集団としての連結経営目標や事業運営方針を共有するとともに、組織・人事、資金調達についてもグ

ループ全体での最適化を図る。また、業務執行においては、グループ決裁基準に基づいて子会社経営の権限を定め、

権限委譲による効率化とグループ管理の均衡を図る。 

②当社の子会社は、毎月、自社を管掌する当社の担当執行役員に対して事業計画の進捗状況について報告する。また、

子会社の取締役会に出席した当社からの派遣取締役は、取締役会の審議状況・経営課題などについて、上記の担当

執行役員に報告する。 

③当社グループでは、適切なグループガバナンスの構築に関する方針の策定、重点課題の決定および取り組みの推進

については、当社のグループガバナンス担当執行役員を主催者とするグループガバナンス委員会がこれを担う。 

 

(7)監査役監査の実効性を確保するための体制 

①当社の監査役の職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項 

当社の内部監査室は、当社監査役会との協議により当社監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を当

社監査役会に報告する。また当社は、当社監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、速やか

にその求めに応じる。 

②当社の監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性および当該従業員に対する当該監査役の指示の実効

性の確保に関する事項 

当社の監査役より監査業務に必要な要望を受けた当社の内部監査室所属の従業員は、その内部監査に関して、当社

の内部監査室担当取締役以外の取締役などの指揮命令を受けない。また、当社監査役の職務を補助すべき従業員を

置いた場合、その従業員は、独立性の確保のために、当社監査役以外からの指揮命令を受けない。 

③当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員等が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査

役への報告に関する体制 



１)当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員等は、当社監査役会の定めるところに従い、当社監査

役の要請に応じて必要な報告を行う。 

２)前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。 

・各社の株主総会に付議される決議議案の内容 

・当社の内部統制システム構築に関わる各部門の活動状況 

・当社の内部監査室、自主監査スタッフおよび子会社の監査役の活動状況 

・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更 

・業績および業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容 

・内部通報制度の運用および通報・相談内容 

・法令・定款に違反する行為または不正行為 

・当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項 

３)当社の内部通報制度「ヘルプライン」には、取締役、従業員、子会社の役員および従業員等が当社監査役に匿

名で通報・相談できる体制を整備する。 

④上記(７)③の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社監査役に報告を行ったことを理由に、その報告者に対して不利益な取扱いを行わないものとし、子会

社においてもこれを徹底させる。 

⑤当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用

または債務の処理に係る方針に関する事項 

  １)当社監査役の職務の執行が円滑になされるために必要な監査費用について毎年予算措置を講じる。 

  ２)当社監査役から、外部の専門家(弁護士、会計士等)に協力を得るなど特別な費用の請求がなされた場合には、

費用の内容が不合理でない限り、その費用は会社が負担する。 

⑥その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  １)当社取締役会は、当社監査役会に各年度の監査方針、重点監査項目および監査方法等の報告を求め、それら

を共有する。 

  ２)当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員は、当社監査役からヒアリングの求めがあった場合

には適宜協力する。また、代表取締役 社長執行役員は、定期的に当社監査役会との意見交換の機会を持つ。 

  ３)内部統制システム構築に関わる委員会、内部監査室および自主監査スタッフは、監査役監査の実効性確保に

係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。 

 

以上 


